
２
０
１
５
年
秋
闘
の
一
環

と
し
て
、
組
合
は
一
次
要
求

（
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
秋
闘
統
一
要
求

書
三
種
を
9
月
16
日
に
提
出

し
、
10
月
１
日
回
答
）
に
続

き
、
10
月
21
日
に
二
次
要
求

と
し
て
職
場
の
要
求
を
総
ざ

ら
い
す
る
「
２
０
１
５
年

秋
闘
・
年
末
一
時
金
要
求
」

と
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

関
す
る
統
一
要
求
書
」
を
提

出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
要
求

実
現
を
目
指
し
会
社
に
回
答

を
迫
り
ま
す
。
回
答
指
定
日

は
11
月
４
日
で
す
。

10
月
15
日
、
第
２
４
０

回
金
属
反
合
共
同
行
動
に
参

加
し
ま
し
た
。
８
時
過
ぎ
の

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
本

社
前
行
動
で
は
、
会
社
へ
の

怒
り
の
訴
え
と
し
て
、
数
々

の
力
強
い
連
帯
の
挨
拶
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、

２
名
の
仲
間
の
訴
え
を
以
下

に
ご
紹
介
し
ま
す
。

会
社
の
非
道
を
許
す
な

資
生
堂
争
議
原
告

池
田
和
代
さ
ん

労
働
者
は
と
て
も
弱
い
立

場
で
す
。
資
生
堂
は
在
庫
調

整
と
い
う
理
由
で
さ
ら
に
大

幅
の
利
益
を
追
求
す
る
為
に
、

鎌
倉
工
場
を
閉
鎖
ま
で
し
て

一
生
懸
命
誇
り
を
持
っ
て
仕

事
を
し
て
き
た
、
な
ん
の
落

ち
度
も
な
い
私
達
24
名
の
女

性
労
働
者
を
モ
ノ
の
よ
う
に

解
雇
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

断
じ
て
許
せ
ま
せ
ん
。

私
は
30
年
前
に
Ｉ
Ｂ
Ｍ
藤

沢
工
場
の
社
員
で
し
た
。
当

時
は
と
て
も
大
切
に
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
現
在
の
Ｉ
Ｂ

Ｍ
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
社
員

に
対
し
て
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解

雇
や
賃
金
減
額
等
非
人
道
的

な
行
為
が
今
も
行
わ
れ
て
お

り
、
同
じ
労
働
者
と
し
て
絶

対
に
許
す
事
が
で
き
ま
せ
ん
。

正
規
も
非
正
規
も
民
間
労
働

者
も
公
務
労
働
者
も
人
間
ら

し
く
働
き
、
人
間
ら
し
く
生

活
す
る
権
利
を
確
立
し
た
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
！

労
働
者
は
「
今
」
だ
け
で

は
な
く
一
生
働
き
続
け
た
い

の
で
す
。
解
雇
撤
回
や
減
額

を
取
り
戻
す
事
は
わ
れ
わ
れ

の
力
で
最
後
の
瞬
間
ま
で
闘

い
ま
す
。
と
も
に
頑
張
り
ま

し
ょ
う
！

会
社
の
不
当
行
為
を
許
す
な

日
本
ロ
ー
ル
支
部

野
崎
弘
和
さ
ん

私
ど
も
の
会
社
と
い
う
と

50
年
前
の
状
況
を
描
い
た
映

画
「
ド
レ
イ
工
場
」
を
思
い

浮
か
べ
る
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
現
在
で
も
あ

10
月
３
日
、
練
馬
区
民
セ

ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
ス
ク
ラ

ム
コ
ン
サ
ー
ト
に
参
加
し
ま

し
た
。

Ｉ
Ｂ
Ｍ
原
告
団
は
、
同
じ

よ
う
に
争
議
を
抱
え
た
Ｊ
Ａ

Ｌ
、
郵
政
、
保
育
、
電
通
な

ど
の
労
働
者
に
加
わ
り
、
Ｉ

Ｈ
Ｉ
労
働
者
合
唱
団
の
助
け

も
お
借
り
し
て
Ｉ
Ｂ
Ｍ
解
雇

争
議
支
援
曲
「
私
は
こ
こ
に

立
つ
」
を
熱
唱
。
最
後
は
客

席
と
と
も
に
「
が
ん
ば
ろ
う
」

を
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
高
ら

か
に
歌
い
、
会
場
か
ら
の
大

き
な
拍
手
に
争
議
勝
利
へ
の

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
く
ら
業
務
と

は
い
え
、
こ
の
厳

し
い
時
代
に
日
々

必
死
に
頑
張
っ
て

い
る
自
社
の
仲
間

の
首
を
狩
る
こ
と

に
さ
ぞ
心
痛
の
こ
と
と
思
い

き
や
、
「
Ｒ
Ａ
お
疲
れ
様
で

し
た
！
」
と
言
わ
れ
て
ニ
コ

ニ
コ
顔
の
担
当
者
。
「
わ
が

社
を
担
っ
て
く
れ
る
二
人
」

と
成
果
を
強
調
。
関
係
者
か

ら
は
「
い
い
ね
」
▼
他
社
の

人
事
担
当
者
へ
の
「
お
手
本
」

と
し
て
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に

公
開
さ
れ
た
内
容
が
こ
れ
だ
。

部
門
に
割
り
当
て
た
人
員
削

減
数
か
ら
、
標
的
候
補
者
に

対
す
る
Ｐ
Ｉ
Ｐ
を
実
施
。
候

補
者
の
状
況
に
よ
り
適
宜
、

退
職
勧
奨
・
強
要
、
恫
喝
、

割
増
金
、
賃
金
減
額
…
…
と

ツ
ー
ル
を
駆
使
。
し
ぶ
と
い

場
合
は
、
さ
ら
な
る
賃
金
減

額
、
最
終
的
に
は
ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
解
雇
で
め
で
た
く
処
理

完
了
▼
扇
動
し
て
い
る
部
門

に
は
、
か
つ
て
の
古
き
良
き

時
代
の
こ
と
を
知
る
社
員
は

ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
、
中

途
入
社
組
が
少
な
く
な
い
ら

し
い
。
恐
ろ
し
く
、
寒
気
が

す
る
状
況
だ
。

（
Ｂ
Ｋ
）
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(1)２０１５年１１月２日 か い な 第２２７４号

組 合 を
大きくして

不安なく働ける
会社にしよう！

全 日 本 金 属 情 報 機 器
労 働 組 合 ( J M I U )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビル5F 〒107-0052
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

２０１５年１１月２日 か い な 第２２７４号(4)

全
従
業
員
の
賃
上
げ
を
要
求

２
０
１
５
年
秋
闘
・
年
末
一
時
金
要
求

仲
間
と
共
に
が
ん
ば
ろ
う

ス
ク
ラ
ム
コ
ン
サ
ー
ト
参
加
報
告

会
社
へ
の
怒
り
に
力
強
い
連
帯

第
２
４
０
回
金
属
反
合
共
同
行
動

●１２月１日付賃上げ要求
・MBA昇給と臨時昇給を実施し、
全従業員の賃上げをすること。4月昇
給と合わせて全従業員の昇給率が最
低でも３％以上となるようにすること。

・組合が提示している年齢別保障給に
満たない従業員について、臨時昇給を
実施し、保障給まで賃上げすること。

・賃金減額をしないこと。

●１２月１０日付一時金要求
・消えた基礎算定期間(2014年11月15日
～12月31日)分を上乗せすること。

・PBC評価に関係なく、最低でも
Reference Salaryの６％以上のGDPを支
給すること。

・一時金の最低支給基準を設け、最低
でも組合が提示している年齢別保障
給＋旧住宅費補助の２．５ヶ月分を
支払うこと。

・シニア契約社員にも一時金を支給す
ること。

・派遣社員・臨時雇用者についても、
月次支払額の１ヶ月分を支給すること。

●評価制度の変更に関する要求
現在PBC制度の変更が計画されているが、評価制
度の変更にあたって以下の点を要求する。

◆評価結果の使い方について

・労働条件に反映しないこと。

◆評価方法について

・客観性・透明性・公平性を担保し、恣意
的な評価ができないようにすること。

・評価分布を公開すること。

・誰に評価されるのかを明らかにすること。

・評価期間を明らかにすること。

・評価期間の途中で目標を追加することで、
低評価に誘導しないこと。

・評価する側のガイドを公開すること。

◆稼働率との関係について

・稼働率が低いことをもって低評価の理由
としないこと。

●定年延長および再雇用制度に関する要求
・JMIU統一要求を下回らない賃金で、65歳まで雇用を保証すること。また、再雇用では、シニア契約
社員について、月額給与17万円を改め、30万円に引き上げること。

●ストレスチェックに関する要求
◆２０１５年末から実施されるストレスチェックについて

・実施にあたっては、組合と事前協議し、合意の上で行うこと。

・チェック結果は本人のみに直接通知する(事業者に対しては秘匿扱いとする)こと。

・産業医による面談を強要したり、休職や退職の勧奨に悪用しないこと。

・産業医は従業員の側に立って活動すること。

・集団分析は個人が特定できないような匿名データにした上で外部の第三者機関で実施し、職場環境
の改善に結びつけること。

・以下を理由とした不利益取り扱いをしないこと。

- ストレスチェックを受けないこと。

- ストレスチェックの結果の提供に同意しないこと。

- 高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないこと。
・面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を行わないこと。

（２面に続く）

秋闘Web意見募集中
ご協力のお願い

組合Ｗｅｂサイトの「各種アンケート」メニューか
ら、以下の項目等について是非ご意見をお寄せくださ

い。多くの方の声をお待ちしています！

組合Webサイト： http://www.jmiu-ibm.org/

各種アンケート

フリーコメント欄もあります。

・「MBA昇給について」
・「PBC評価、PIPに関するご意見」
・会社への不満 ( 「ご意見ご相談」からどうぞ )

「がんばろう！」こぶしを振り上げ大合唱の仲間たち

る
事
業
部
の
閉
鎖
・
縮
小
問

題
で
団
体
交
渉
を
実
施
す
る

も
、
中
身
の
な
い
回
答
を
繰

返
し
、
団
交
中
に
も
か
か
わ

ら
ず
人
事
異
動
を
強
行
す
る
、

挙
句
に
は
更
衣
室
に
監
視
カ

メ
ラ
設
置
等
、
労
働
者
に
か

け
ら
れ
た
攻
撃
に
見
ら
れ
る

会
社
の
本
性
は
、
昔
と
変
わ

り
ま
せ
ん
。

失
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
労

働
者
の
将
来
展
望
や
権
利
を

守
る
た
め
に
、
労
働
委
員
会

に
救
済
申
し
立
て
を
行
っ
て

お
り
そ
れ
を
気
に
す
る
会
社

に
対
し
て
、
こ
の
金
属
反
合

行
動
で
も
夕
方
の
日
本
ロ
ー

ル
本
社
前
行
動
の
支
援
を
強

く
お
願
い
し
ま
す
。

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
に
対
し
て
は
、

非
人
道
的
に
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト

解
雇
し
た
原
告
を
直
ぐ
に
職

場
に
戻
し
、
法
律
を
守
り
、

正
常
な
労
使
関
係
を
持
つ
よ

う
訴
え
て
、
わ
た
し
か
ら
の

連
帯
の
挨
拶
と
し
ま
す
。
勝

利
す
る
日
ま
で
と
も
に
頑
張

り
ま
し
ょ
う
！
（
以
上
要
約
）

ご意見ご相談

社前で訴える池田さん



現
在
、
政
府
は
い
く
ら
働

い
て
も
残
業
代
が
払
わ
れ
な

い
法
律
（
過
労
死
促
進
法
・

残
業
代
ゼ
ロ
法
）
の
制
定
を

進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
過

労
死
促
進
法
・
残
業
代
ゼ
ロ

法
案
の
問
題
点
を
見
た
上
で
、

根
拠
の
な
い
説
明
に
だ
ま
さ

れ
な
い
こ
と
を
呼
び
か
け
る

た
め
、
以
下
労
働
弁
護
団
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
記
事
を
紹

介
し
ま
す
。

法
案
の
問
題
点
は
何
か

こ
の
法
律
が
で
き
れ
ば
間

違
い
な
く
、
日
本
で
働
く
労

働
者
は
今
以
上
に
長
時
間
労

働
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。

現
在
で
も
日
本
の
労
働
者

は
世
界
的
に
見
て
も
働
き
過

ぎ
で
、
長
時
間
労
働
に
よ
る

過
労
死
・
過
労
自
殺
は
一
向

に
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
残
業

代
を
払
わ
ず
、
若
者
を
長
時

間
労
働
に
追
い
込
み
使
い
捨

て
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
」
の
存
在
も
大

き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。

今
、
日
本
が
必
要
と
し
て

い
る
の
は
、
「
長
時
間
労
働

撲
滅
」
の
た
め
の
真
剣
な
取

り
組
み
な
の
で
す
。
そ
れ
な

の
に
こ
の
法
律
が
成
立
す
れ

ば
、
今
以
上
に
労
働
者
の
長

時
間
労
働
が
広
が
り
悲
惨
な

状
況
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。

過
労
死
・
過
労
自
殺
だ
け

で
な
く
、
長
時
間
労
働
が
引

き
起
こ
す
う
つ
病
な
ど
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
、
労
働
者
の
生
命
・
健
康

を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
長
時
間
労
働
が
さ

ら
に
広
が
れ
ば
、
介
護
・
育

児
と
い
っ
た
家
庭
と
仕
事
と

の
調
和
（
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
）
が
図
れ
ず
、
さ
ら

に
少
子
化
も
広
が
り
ま
す
。

正
社
員
の
男
性
が
長
時
間

労
働
を
負
わ
さ
れ
る
と
、
結

果
と
し
て
女
性
が
介
護
・
育

児
の
負
担
を
背
負
わ
さ
れ
、

政
府
が
提
唱
す
る
「
女
性
の

活
躍
」
も
阻
害
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
こ

の
法
律
の
制
定
は
単
な
る
残

業
代
（
お
金
）
の
問
題
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
方
に
影
響

す
る
重
大
な
問
題
な
の
で
す
。

根
拠
の
な
い
説
明
に

だ
ま
さ
れ
な
い
で

過
労
死
促
進
法
・
残
業
代

ゼ
ロ
法
に
つ
い
て
は
、
何
の

根
拠
も
な
い
様
々
な
説
明
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

労
働
時
間
制
度
の
改
正
は

「
成
果
に
応
じ
た
働
き
方
を

実
現
す
る
た
め
」
「
家
庭
生

活
と
調
和
の
と
れ
た
自
由
な

働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
」

な
ど
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ

れ
ま
す
。

実
は
ど
の
説
明
も
、
少
し

考
え
れ
ば
直
ぐ
に
理
解
し
て

い
た
だ
け
る
、
何
の
根
拠
も

な
い
も
の
で
す
。
こ
ん
な
説

明
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
危
険
な
過
労
死
促
進

法
・
残
業
代
ゼ
ロ
法
の
成
立

を
阻
止
す
る
た
め
、
皆
さ
ん

と
一
緒
に
、
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

(3)２０１５年１１月２日 か い な 第２２７４号 ２０１５年１１月２日 か い な 第２２７４号(2)

過
労
死
促
進
法
・残
業
代
ゼ
ロ
法
案
を

食
い
止
め
よ
う

組
合
は
10
月
7
日
、
司

法
総
行
動
に
参
加
し
、
最
高

裁
、
東
京
地
裁
、
都
労
委
に

対
し
て
公
正
な
判
決
を
要
請

す
る
行
動
を
行
い
ま
し
た
。

下
級
審
に
正
し
く
指
導
せ
よ

最
高
裁
要
請

最
高
裁
は
「
裁
判
官
会
同
」

な
ど
で
高
裁
や
地
裁
に
対
す

る
統
制
を
行
っ
て
い
る
こ
と

は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
意
味
で
、
最
高
裁
に
は

企
業
の
横
暴
を
厳
し
く
戒
め

る
審
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

を
説
明
し
、
下
級
審
に
対
す

る
不
当
な
指
導
を
行
わ
な
い

よ
う
要
請
し
ま
し
た
。

特
に
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
に
関
連

す
る
事
件
で
は
、
退
職
強
要
・

解
雇
・
賃
金
減
額
に
関
連
し

て
こ
れ
ま
で
に
８
つ
の
裁
判
、

２
つ
の
労
働
委
員
会
申
立
が

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明

し
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
暴
走
を

許
し
、
こ
れ
が
毒
見
役
と
な
っ

て
社
会
全
体
が
不
安
定
化
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
下
級

審
で
の
判
断
に
お
い
て
、
憲

法
76
条
３
項
に
基
づ
く
「
す

べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心

に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権

を
行
う
」
こ
と
に
つ
い
て
保

障
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま

し
た
。

実
行
確
保
勧
告
を
出
せ

都
労
委
要
請

中
央
労
働
委
員
会
に
対
し
、

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
支
部

の
大
岡
委
員
長
を
含
め
10
人

が
要
請
に
入
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
実
行
確
保
措
置
勧

告
書
を
速
や
か
に
出
す
こ
と

で
会
社
の
横
暴
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
、
正
確
な
審
査
が

行
え
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し

た
。
ま
た
、
不
当
労
働
行
為

の
迅
速
で
正
確
な
審
査
・
判

断
に
は
、

・
委
員
会
が
公
式
に
資
料

提
出
を
求
め
た
こ
と
に
対

し
、
使
用
者
が
様
々
な
理

由
を
述
べ
て
資
料
の
開
示

を
拒
否
す
る
こ
と
を
許
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

・
団
結
権
擁
護
、
権
利
救

済
機
関
の
職
責
に
照
ら
し

て
す
べ
て
対
応
す
る
こ
と
。

を
求
め
、
担
当
者
に
要
請

書
を
手
渡
し
ま
し
た
。

国
民
の
た
め
の
司
法
実
現
を

東
京
地
裁
要
請

昼
か
ら
行
わ
れ
た
東
京
地

裁
・
高
裁
前
行
動
に
は
、
２

０
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

自
由
法
曹
団
の
今
村
幸
次
郎

幹
事
長
は
、
「
人
権
を
守
る

司
法
の
役
割
が
放
置
さ
れ
て

い
る
現
状
で
す
。
本
来
の
司

法
の
姿
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、

声
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
国
民
の
た
め
の
司
法
の

実
現
に
む
け
て
頑
張
り
ま
し
ょ

う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

全
労
連
・
全
国
一
般
・
資

生
堂
ア
ン
フ
ィ
ニ
分
会
の
池

田
和
代
さ
ん
、
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
ア

イ
ビ
ー
エ
ム
支
部
の
田
中
純

さ
ん
、
全
厚
生
労
働
組
合
の

杉
浦
公
一
書
記
長
、
全
印
総

連
の
橋
場
恒
幸
さ
ん
が
そ
れ

ぞ
れ
解
雇
撤
回
を
目
指
し
て

た
た
か
う
決
意
を
述
べ
ま
し

た
。
ま
た
、
国
民
救
援
会
の

鈴
木
猛
事
務
局
長
が
袴
田
事

件
に
つ
い
て
、
東
京
高
裁
は

冤
罪
を
認
め
る
べ
き
だ
と
訴

え
ま
し
た
。

― １０月７日司法総行動報告 ―

ＩＢＭ争議の公正な判決を要請

会社はここ数年、借上げ社宅の廃止

や私傷病休職の有給期間の短縮など労
働条件を悪化させてきました。それに
対して、これまで当選した従業員代表

は、ほとんど異議を唱えることなく、
この悪化を容認してきました。このよ
うなことをなくすために、組合推薦候

補に投票しましょう。

組合推薦候補に投票を
～従業員代表選挙～

（１面から続く）

意思統一集会で訴えるＪＡＬ争議団

組 合 な ん で も 相 談 窓 口
事業所名 職場名 氏名 電話番号

本 社 ＴＳＤＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡 義久 1712-5175
本 社 GTS.ビジネスオペレーションズ 杉野 憲作 205-6550
本 社 SWGグローバル・ライセンシング事業部ELAソリューションズ 大場 伸子 206-4650
幕 張 価格計画．S&D価格計画 石原 隆行 205-6483
名古屋 GBS.インダストリアル・アプリケーション開発 板倉 浩 205-2205
大 阪 ＧＦＳ．西日本グリーンファシリティＳＶＣ 山本 茂秋 505-5420
大 阪 西日本地区技術・技術推進 河本 公彦 205-5204

組合事務所
連絡先

TEL：０３－３５８３－９０３７(月～金 １３時～１６時) ＦＡＸ：０３－５５６２－０８５３

メール: jmiu-ibm@i.bekkoame.ne.jp ウェブサイト:http://www.jmiu-ibm.org/
注）上記窓口は、事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

法律相談 労働問題以外の民事一般についても相談受け付けます（お手数ですが電話予約をお願いします）

東京法律
事務所

弁護士 水口 洋介、 今泉 義竜、 本田 伊孝

東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル TEL: 03-3355-0611㈹ ウェブサイト: http://tokyolaw.gr.jp/

岡田尚法律
事務所

弁護士 岡田 尚

神奈川県横浜市中区太田町１－１０ ＮＧＳ太田町ビル５階 TEL: 045-222-7577

●マイナンバー制度に関する要求
・法律で義務付けられている「特定個人情報に関する安全管理措置」にもとづく基本方針、取扱い規
定等を開示すること。

・マイナンバーの利用は法令で定められた目的以外には活用しないこと。

・マイナンバーの提供を拒否する等を理由に解雇をはじめいっさいの不利益取り扱いを行わないこと。

・出向・転籍等を含め、従業員の個人情報（マイナンバー）を社外に提供しないこと。

・情報管理について経営者の責任を明確にし、具体的な情報管理方法を確立すること。

「労
働
弁
護
団
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」か
ら


